
市からの
　お知らせ

令和3年度　国民健康保険税の
納税通知書を発送します

■ 納税通知書送付
国民健康保険加入の方の世帯主に６月中旬に納
税通知書を発送します。
▶口座振替の方
第１期納期限（6月 30日㈬）から指定口座より
国民健康保険税が引き落とされます。
▶納付書で支払う方
各期の納付書を同封しますので、納期限までに
金融機関やコンビニエンスストア（30万円以上の
納付書は除く）、市役所、東部・味岡・北里の各市
民センターにて納付をお願いします。
■国民健康保険税は口座振替で！
平成 28年３月１日以降、小牧市国民健康保険
税条例施行規則の改正に伴い、国民健康保険税の
納付は、原則口座振替となりました。現在納付書
でお支払いをされている場合は、口座振替をお申
し込みください。
■減免について
廃業、失業で前年と比較して著しく所得が減少
された方、障がい者や母子・父子家庭医療費受給
世帯の方で所得が少ない方など、国民健康保険税
を納付することが困難な場合は、納期限までに申
請されますと、未到来納期に係る国民健康保険税
額の減免を受けられる場合があります。

保険医療課（☎ 76‐1123）

６月定例会のお知らせ
議会事務局（☎ 76‐1168）

６月定例会は、６月７日㈪に開会予定です。
　議事日程が変更となる場合がありますので、詳細
は市ホームページでお知らせします。
※ 傍聴につきましては、傍聴者の人数を制限する場合があります。
※市ホームページでは、本会議および委員会のライブ中
継・録画配信をしていますので、ご利用ください。

　　　　　　　　◀ホームページQRコード

特定生産緑地指定の
第２回受付が始まります！

特定生産緑地の指定を希望される場合には申請
手続きをしてください。
▶対象者　
生産緑地の指定から令和４年 12月 4日で 30年
を迎える方（令和２年 11月に案内送付済み）
▶受付期間　6月１日㈫～令和４年５月31日㈫
（今回の受付が最後です）

農政課（☎ 76‐1132）

６月から児童手当現況届の
受付がはじまります

６月上旬に、児童手当を受給されている方を対象に
「現況届」を送付します。現況届は、毎年６月１日の
状況を届け出ることで、継続して児童手当を受給で
きるかを確認するためのものです。市から送付する
「現況届」に、必要書類を添付して、必ず６月３０日㈬
までに提出をしてください。提出がなければ、６月
分からの手当（１０月振込予定）が受けられなくなり
ますのでご注意ください。
こども政策課窓口と郵送での受付のほか、マイナ
ンバーカードを用いたオンライン申請での受付も可
能です。ご利用には、ICカードリーダライタまたは
マイナンバーカードに対応するスマートフォンが必要
となります。

こども政策課（☎ 76‐1129）

ゆう 友 せいぶ・ふらっとみなみの
臨時休館日

施設の定期清掃、設備の点検などのため臨時休
館します。
▶とき　６月7日㈪

ゆう 友 せいぶ（☎ 42‐2030）
ふらっとみなみ（☎ 77‐1375）
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危険物安全週間
予防課（☎ 76‐0243）

ガソリン、灯油などの危険物事故の防止や、危険
物の貯蔵・取扱いの安全を呼びかけるため、毎年６月
第２週（令和３年度は６月６日㈰～１２日㈯）を「危険
物安全週間」とし、危険物の保安に対する意識の高
揚および啓発を推進しています。
危険物を長期間、または不必要に保管することは
極力控えてください。また、保管する際は、なるべ
く暗くて涼しい場所を選び、容器を必ず密栓してく
ださい。

令和３年度危険物安全週間推進標語
「 事故ゼロへ　トライ重ねる　ワンチーム 」

「市民生活についてのアンケート」に
ご協力ください

秘書政策課（☎ 76‐1105）

市では、「小牧市自治基本条例」に基づき、「小牧
市民憲章に掲げる理想のまち」を実現するため、
令和元年度からの 8年間を計画期間とする「小牧市
まちづくり推進計画 第 1次基本計画」に基づいて
まちづくりを進めています。
本計画では、計画に掲げる取組みや事業の目的
がどの程度達成されたかを測定するための指標を設
けており、毎年このアンケートで皆さんの日常生活
の状況等を確認することとしています。
調査票が届きましたら、お手数ですが調査の趣旨

をご理解のうえ、ご協力をお願いします。
▶調査期間　６月初旬～６月２２日㈫
▶調査対象者
　18歳以上の市民から3,000 人を無作為抽出
▶調査方法　WEB（インターネット）もしくは郵送
　（切手不要）にて、回答をお願いします。

市税等の納期限のお知らせ

○普通徴収市県民税　（第１期）
○国民健康保険税　（第１期）

納期限６月 30日㈬
市税等の納付には、簡単な手続きで納め忘れのない

「口座振替」をご利用ください。
「口座振替」を利用すると、指定した金融機関の預
貯金口座から、納期限の日に自動的に引き落として
納付していただけます。
※ 口座振替をご利用の方は、口座の残高をご確認ください。
※ スマートフォンアプリ「PayB」「PayPay」「LINEPay」
でも市税等の納付ができます。口座振替をご利用の
方は、アプリによる納付をご利用いただけません。利
用方法については、各アプリのホームページをご確認
ください。

■ 休日の納付窓口および納付相談
とき　６月13日、27日㈰
　　　午前８時 30分～午後５時 15分
ところ　本庁舎２階
平日の昼は忙しくて、税金の支払いができない場
合は、毎週日曜日に休日開庁をしていますので、ご
利用ください。
■ 休日の納付窓口
とき　毎週日曜日（年末年始を除く）
　　　午前８時 30分～午後５時 15分
ところ　本庁舎１階
※ 本庁舎は新型コロナワクチン接種会場になりますの
で、感染防止対策の徹底をお願いします。

収税課（☎ 76‐1117）

ペットの飼い主の方へ

あなたと愛犬・愛猫の関係がうまくいっていて、
毎日楽しい暮らしをしているとしても、どこかの
誰かに迷惑をかけてしまっていては正しい飼い方
とはいえません。世の中には動物が苦手な人、嫌
いな人もたくさんいます。
周囲の人の理解が得られるよう、ルールとマナー
を守り、家族の一員として責任を持って飼いましょう。
たとえば…
・ 犬の放し飼いは禁止されています。
・ 散歩中のふんを放置してはいけません。
・ 猫は室内で飼いましょう。
・ ペットの命を大切にし、最後まで責任を持って
飼いましょう。

※ペットの飼い方について困ったら、愛知県動物愛護
センター尾張支所（☎ 0586‐78‐2595）へご相
談ください。

環境対策課（☎ 76‐1136）


